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◯
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
一
・

特
別
支
援
教
育
課
）
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１

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
鈴
　
木
　
長
　
男

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員

会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
九
号
中
「
、
検
査
等
」
及
び
「
（
中
央
教
育
事
務
所
の
所
管
区

域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
　
社
会
福
祉
法
人
の
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
（
中
央
教
育
事
務
所
の
所

管
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

十
一
　
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
第
五
項
第
三
号
中
「
認
可
、」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
八
年
十
月
十
三
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
鈴
　
木
　
長
　
男

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
（
昭
和
六
十
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則

第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
秋
田
県
立
養
護
学
校
天
王
み
ど
り
学
園
の
項
中
「
三
五
」
を
「
四
三
」

に
改
め
、
同
表
秋
田
県
立
ゆ
り
養
護
学
校
の
項
中
「
四
六
」
を
「
五
四
」
に

改
め
、
同
表
秋
田
県
立
横
手
養
護
学
校
の
項
中
「
二
四
」
を
「
三
二
」
に
改

め
、
同
表
秋
田
県
立
稲
川
養
護
学
校
の
項
中
「
二
七
」
を
「
三
五
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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